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財務コード
（事業） 30

細事業名

適応指導教室運営費事業名

適応指導教室運営事業費（県費分）

様式1-2

調書番号

アドバイザー評価

636501

担当部課室 教育委員会 部 義務教育

Ⅰ　事業の概要

実施期間

課

結果、何に結びつけるのか

年度～

（内線） 8203不登校対策支援 担当

その対象をどのような状態にして

Ｈ5

実施主体 県（直営）

事業の目的

誰（何）を対象に

終期年度始期

根拠法令等
・H4.9.24付け文部省初等中等教育局長通知「登校拒否問題への対応について」
・H15.5.16付け文部科学省初等中等教育局長通知「不登校への対応の在り方について」含む「教育支援センター（適応指導教室）整備指針（試案）」

社会的自立の確立不登校児童生徒（小５～中３） ・自立心をもつことができる
・再登校しようとする意欲をもつことがで
きる

事業の内容
※主に
２３年度

□概要
　 ①目的　　不登校児童生徒に対し，心の安定を図りつつ，学習の補充への援助や，仲間とのふれあい活動を行うことにより，
　　　　　　　　自立心を養い，再登校できる意欲をもたせる。
 　②設置教室（定員）　　石和こすもす教室（30人），韮崎こすもす教室（30人），都留こすもす教室（20人）　計３ヶ所（80人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：H23年度在籍81人
 　③職員数　　・石和：主幹１人，指導員３人　・韮崎：主幹１人，指導員３人　・都留：主幹１人，指導員２人
　 ④児童生徒の指導日数（開設日数）・曜日・時間    (1)年間１９６日　(2)月曜日～金曜日　(3)午前９時５０分～午後４時

１．援助・指導内容
   ①本人への援助（カウンセリング・自律訓練）    ②集団生活適応指導（スポーツ・創作・料理・野外活動）
   ③学力補充のための援助（教科指導）
２．入室児童生徒の保護者に対する教育相談活動及び連携
３．入室児童生徒に関する調査研究・指導結果の記録保存
４．不登校児童生徒の在籍校との連携

25,122

％
（実績値／目標値）

再登校率

0

うち一財額

決算額、予算額

成果指標達成率

事業の実施状況と
目標の実現度

活動指標達成率

（実績値／目標値）

年間指導日数

59%

25,107

25,107

時間

目標設定の考え方

過去５年（H18～22）の最高値（H20
年度：81.7％）を踏まえて80％に設
定した。

在籍報告書

データの出典等

Ⅱ　事業の目標、実施状況等（事業実績及び成果の達成状況）

２５年度

実 績 値 目標値

２４年度２２年度

実績値

63%

196日196日196日

80%

196日

80%

根拠法令等 ・H15.5.16付け文部科学省初等中等教育局長通知「不登校への対応の在り方について」含む「教育支援センター（適応指導教室）整備指針（試案）」

％100.0

196日活
動
指
標

２３年度
事業目標の考え方

活
動
指
標

目標設定の考え方

年間の指導日数１９６日を目標値に
設定した。

目標値

データの出典等

年間行事予定

見込値

所要時間計 5,708 時間

Ⅲ　これまでの事業の見直し・改善状況

平成５年度に県総合教育センター内設置からはじまり，その後平成９年度に韮崎こすもす教室を開設，平成１０年度に都留こすもす教室，さら
に平成１３年度に石和こすもす教室を開設し，現在に至っている。

時間 時間 5,708 時間

人件費ｺｽﾄ 単位:千円
(＠2,021円×所要時間)

5,708

在籍していた中学３年生34名の高校進
学率は100％であった。
（参考　H22年度：91.9％）

時間

（千円）

所要時間（間接分）

5,708

成
果
指
標

時間0

5,708 時間

25,122 25,300 25,051

78.8

成果指標によらない成果25,300 25,051

80% 成
果
指
標

5,708

所要時間（直接分）

時間 0 時間

5,708 時間 5,708 時間

0

11,536 11,53611,536 11,536



数値判定

（１）事業は予定された活動量を上げているか。（「活動指標の達成率」等から、事業の活動量を判断）

Ⅴ　見直しの必要性（平成２５年度に向けた改善等の考え方）

活動量に係る
一次評価

一次評価一次評価一次評価一次評価（（（（担当部評価結果担当部評価結果担当部評価結果担当部評価結果）

　　　　　活動量に係る一次評価の考え方　※数値判定と一次評価とが異なる場合等に記入すること

Ⅳ　活動量と成果の判断（平成２３年度の業績評価）

c

数値判定

H23年度
活動指標
達成率

ｂ

説　　　　　　　明

　適応指導教室の設置については，H4.9.24付け文部省初等中等教育局長通知「登校拒否問題への対
応について」に基づき，県において設置を進め充実させてきた。その後，H15.5.16付け文部科学省初等

Ⅳ以外の
判断項目

ｂ

成果指標の再登校率は63％で達成率78.8％である。
過去５年（H18～22）の平均再登校率（含：高校進学生徒数）は59％であり，これは上回っていること。また，在籍
していた中学校３年生３４人の高校進学率は100％であったこと。この２つから，意図した成果はほぼ上げられてい
る。

ｂ

成果に係る
一次評価

H23年度
成果指標
達成率

（２）事業は意図した成果を上げているか。（「成果指標の達成率」、「成果指標によらない成果」から事業の成果を判断）

             成果に係る一次評価の考え方　     ※必ず記入すること

a：予定を超えた活動量がある(120%以上)。　　b：予定どおりの活動量がある（80%以上120%未満）。　　c：予定したほど活動量がない(40%以上80%未満)。　　d：予
定した活動量に著しく足りない(40%未満)。

a：意図した成果を十分に上げている(120%以上)。　　b：意図した成果はほぼ上げている(80%以上120%未満)。　　c：意図し成果は十分ではないが、対象や方法の
改善により成果の向上が見込める(40%以上80%未満)。　　d：意図した成果が十分でなく、成果を上げる方法も見あたらない(４０%未満)。

見直しの必要性

・見直しの方向は、「廃止」「一部廃止」「終期設定」「休止」「他事業と統合」「縮小」「拡大」「実施方法等の変更」「改善済み」の中から選択し、Ⅴ見直しの必要性
を踏まえ、具体的な実施計画等を分かりやすく記載すること。なお、見直しがない場合は、「現行どおり」と記載し、必要に応じてその理由を記載すること。

　県が設置している3ヶ所の適応指導教室は，不登校児童生徒の受入れの場として大いに機能しており，
大きな役割を果たしている。基本的には学校の設置者である市町村で適応指導教室を整備し，不登校
対応を行うことが望ましいが，現状は，市町村での整備状況が不十分であり，県における事業の継続は
必要である。
　今後，さらに，市町村と連携しながら不登校対策の実情を把握するとともに，適応指導教室の未整備地
域の解消や内容充実を図るため，担当者会議等を通して市町村に対して整備を進めていくように働きか
けていく。

実施方法等の変更

Ⅵ　見直しの方向（平成２５年度当初予算等での対応状況）

見直しの必要性

有

・「Ⅳ以外の判断項目」の欄は、上記と同様とする。

具体的な実施計画等見直しの方向

　市町村と連携しながら不登校対策の実情をさらに把握するとともに，適応指導教室の未整備地域の解消や内容充実を
図るため，他県の状況等を把握し、協議会を設置して市町村に対して整備を進めていくように働きかけていく。

無

ｍ

応について」に基づき，県において設置を進め充実させてきた。その後，H15.5.16付け文部科学省初等
中等教育局長通知「不登校への対応の在り方について」に基づき，市町村に対して設置を働きかけてき
たところ，現在は6市町で計11所が設置されている。しかし，未設置の市町村が21あり，また，すでに設置
された教室でも，県と比較して指導体制や内容が必ずしも十分とはいえない所もある。
　したがって，県設置の教室が，広域に児童生徒へ対応していること，整った指導体制や内容で児童生
徒の学校復帰を支援し効果を挙げていることなど，不登校対応として果たしている役割が大きいことか
ら，本事業を継続することが必要である。なお，将来的には，未整備地域を解消できるように，市町村に
対して整備を進めていくよう働きかけていく。

説　　　　　　　明
Ⅳ以外の
判断項目

二次評価二次評価二次評価二次評価（（（（担当部局再評価結果担当部局再評価結果担当部局再評価結果担当部局再評価結果）　）　）　）　※行政評価アドバイザー会議（外部評価）での指摘事項を踏まえた担当部局による再評価

・「Ⅳ以外の判断項目」の欄
　　○必要性（a.目的の達成　b.新たな課題への対応　c.対象の変化　d.ニーズの変化　e.法律・制度の改正）　○官or民(f.民間等実施）　○官の役割分担
　　　（g.市町村等へ移管）　○効率性（h.外部委託 i.経費節減　j.類似事業と統合・連携　k.所要時間の縮減　l.ﾌﾟﾛｾｽの改善）　m.その他



調書番号：30

具体的な業務
プロセス（手順）

業務の
時期
（フロー）

Ｈ２３
所要
時間
（ｈ）

Ｈ２４
所要
時間
（ｈ）　Ａ

Ｈ２５
所要
時間
（ｈ）　Ｂ

縮減等
Ｂ－Ａ

具体的業務の
見直しの内容

見直しに至った理由等
（または見直しなしの理由等）

児童生徒出席簿管理 通年 96 96 96 0 なし

勤務状況管理 通年 96 96 96 0 なし

給与・旅行命令 通年 96 96 96 0 なし

通知・報告 通年 132 132 132 0 なし

0

420 420 420 0

適応指導 通年 960 960 960 0 なし

相談活動 通年 120 120 120 0 なし

0

0

0

1,080 1,080 1,080 0

こすもす相互の連携・調整 通年 180 180 180 0 なし

学校との連携・調整 通年 120 120 120 0 なし

関係機関との連携・調整 通年 91 91 91 0 なし

0

0

391 391 391 0

予算立案 9月以降 20 20 20 0 なし

在籍報告 通年 6 6 6 0 なし

議会資料作成 ３期 9 9 9 0 なし

0

0

35 35 35 0

1,926 1,926 1,926 0

（留意事項）

１　事業を細分化した業務名は、事務事業を構成する業務ごとに細分化し、その業務名を記載すること。
２　具体的な業務プロセス（手順）は、できる限り多くのプロセスを記載すること。

４　各年度の所要時間（計）は、事務事業自主点検シートのⅡ事業の目標、実施状況等の「所要時間計」と一致すること。

７　適宜、業務内容に合わせ、行を加除して記載すること。（複数ページ可）

自主点検自主点検自主点検自主点検シートシートシートシート（（（（事業事業事業事業のののの内容及内容及内容及内容及びびびび所要時間所要時間所要時間所要時間））））にににに関関関関するするするする附属資料附属資料附属資料附属資料　【　【　【　【様式様式様式様式２２２２】】】】

業務上必要なプロセスであ
り，最短の時間で処理してい
るため

3
連携・調整業
務
（主幹の業務）

4

６　見直しに至った理由または見直しなしの理由は、詳細に記載すること。（具体的な業務プロセスごと、または細分化した業務
ごとに記載すること。）

３　業務の時期は、業務のフローがわかるように具体的な業務プロセスごとに記載すること。（毎月、四半期ごとの業務等は、そ
の１サイクルの期間を記載すること。）

所属名：義務教育課

指導・相談業
務
（主幹の業務）

管理関係業務
（主幹の業務）

（小計）

所要時間　（計）

業務上必要なプロセスであ
り，最短の時間で処理してい
るため

業務上必要なプロセスであ
り，最短の時間で処理してい
るため

事業の内容を
細分化した
業務名

細事業名：適応指導教室運営事業費（県費分）

1
業務上必要なプロセスであ
り，最短の時間で処理してい
るため

（小計）

義務教育課担
当者業務

（小計）

2

（小計）

５　具体的業務の見直しの内容は、わかりやすく簡潔に記載すること。（県民から見て分かりやすい表現とすること。）なお、見
直しがない場合は、「なし」と記載すること。


